
人事行政の運営などの状況
　人事行政運営における公平性、透明性を高めるため、「千早赤阪村人事行政の運営等の状況の公表

に関する条例」に基づき、職員の任用、職員数、給与、勤務時間、その他の勤務条件などについて公表

します。

１．職員の任免および職員数の状況
（１）採用・退職の状況

（２）部門別職員数の状況（各年４月１日現在）
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＊職員数は、特別職を除く全職員数（教育長を含む）であり、地方公務員法
　 の身分を保有する休職者、派遣職員を含み、任期付・再任用短時間勤務
   職員、非常勤職員を除いています。
＊区分のその他は、国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業です。
＊平成２６年４月１日付けの採用は３人です。

２．職員の給与の状況
（１）人件費の状況（25年度普通会計決算）

＊人件費には、特別職、議員などに支給される給料、報酬などを含みます。

（２）職員給与費の状況（２６年度一般会計予算）

＊職員数は、４月１日現在の一般会計に属する職員（教育長を含まない）の数です。
＊職員手当には、退職手当、児童手当を含みません。
＊給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含ま

れており、職員数には当該職員を含んでいません。
＊給与費は当初予算に計上された額です。
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（３）職員の平均給料月額および平均年齢の状況（平成２６年４月１日現在）

＊一般行政職とは、全職種から税務職、保健職、企業職、技能労務職、教育職を除いた職種です。

（４）職員の初任給の状況（平成２６年４月１日現在）

（５）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２６年４月１日現在）

（６）一般行政職の級別職員数の状況（平成２６年４月１日現在）
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＊村の給与条例に基づく行政職給料表（一）の級区分による職員数です。

（７）職員手当の状況
①期末手当、勤勉手当および退職手当（平成２６年４月１日現在）

②地域手当（平成２６年４月１日現在）

＊職員数、支給月額は一般行政職
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③扶養手当、住居手当および通勤手当（平成２６年４月１日現在）

円
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（上記の額に加算） 円
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片道  2km以上  5km未満 円
片道  5km以上10km未満 円
片道10km以上15km未満 円
片道15km以上20km未満 円
片道20km以上25km未満 円
片道25km以上30km未満 円
片道30km以上35km未満 円
片道35km以上40km未満 円

円

④特殊勤務手当（平成２６年４月１日現在）

⑤時間外勤務手当（平成２６年４月１日現在）

（８）ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

＊ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合
　の地方公務員の給与水準を示す指数として用いられるものです。
*平成24年度以降の( )の数値については、国家公務員の時限的な（2年間）
　給与改定特例法による措置が無いとした場合の参考値です。
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（９）特別職の報酬などの状況（平成２６年４月１日現在）

１２月期

３．職員の勤務条件や服務の状況
（１）勤務時間など

◆ 午前９時から午後５時３０分まで
1日当たり7時間45分勤務（休憩時間を除く。）
週38時間45分勤務

◆ 土曜日、日曜日

◆ 国民の祝日に関する法律に規定する休日および年末
年始（12月29日から翌年の1月3日まで）

◆ 正午から午後０時４５分まで
なお、勤務時間などは勤務場所により異なります。

（２）休暇制度など

◆ 1年につき20日間付与
平成２５年職員の平均取得日数は6.5日

◆ 病気休暇、特別休暇、介護休暇、育児休業などが
あります。

４．職員の休業の状況（平成２５年度）

５．職員の分限および懲戒処分の状況（平成２５年度）

部分休業
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６．職員研修の状況（平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日）

（１）村職員研修

（２）中部都市職員研修協議会、南河内郡職員研修協議会

（３）おおさか市町村職員研修研究センター等への参加

（４）その他

７．職員の福祉および利益の保護の状況
（１）健康診断（平成２５年度）

（２）職員の福利厚生の状況（平成２６年４月１日現在）

８．公平委員会での業務の状況（平成２５年度）

　ｳｫｰｷﾝｸﾞｲﾍﾞﾝﾄ・給付事業

業務の種類
職員の勤務条件に関する措置の要求の処理件数
職員に対する不利益な処分の不服申立ての処理件数

管理職研修 10人

地方自治法指導者養成 １人

０件

件数

受診者数
９２人

南河内男女共同参画社会研究会 ８人 人権研修

８人

３人
７２人

８５人

部落解放・人権夏期講座

各種がん検診

２人
研　　修　　名

１４人
（臨時職員を含む）

主な実施事業
　福利厚生事業

区　　　分 構成人数

１７人

地方自治制度勉強会

法令（行政法・地方自治法）

新規採用職員研修

０件

８３人

株式会社リラックス・コミュニケーションズ

千早赤阪村職員親睦会

区　　分

定期健康診断

研　　修　　名

新任係長研修

５人

面接官研修 １人
行政法演習 １人

参加人数

トップセミナー外８プログラム
研　　修　　名

接遇指導者養成研修

４人
４人新規採用職員研修１人

参加人数 参加人数
新任課長研修

研　　修　　名

10人

研　　修　　名
管理職研修 ９人

参加人数

１人
１人

参加人数

政策課題研修

子どもとオトナ研修 ３人

民法演習


